
 

 福岡市公共施設案内・予約システム利用者登録要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、福岡市公共施設案内・予約システム（以下「システム」といいます。）の利用者登録等

に関し、必要な事項を定めることを目的とします。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとします。 

（１）登録者 

 システムを利用して第 10 条のサービスを受けることができる個人又は団体の代表者をいいます。 

（２）個人登録 

 登録者の登録区分のうち、個人の登録をいいます。登録可能施設は、テニスコート及び音楽・演劇練習

場、赤煉瓦文化館、日本庭園になります。 

（３）団体登録 

 登録者の登録区分のうち、団体の登録をいいます。団体登録は、団体の代表者及び実際に施設を利用す

る構成員を登録します。なお、団体を構成する人数は、次のとおりとします。 

  ア スポーツ施設 原則１０名以上 

  イ 市民福祉プラザ ５名以上 

ウ 市民福祉プラザ以外の文化施設 ２名以上 

（４）施設 

 登録者がシステムを利用して第 10 条のサービスを受けることができる公の施設をいいます。 

（５）スポーツ施設 

 テニスコート、野球場、球技場及び体育館（複合施設の体育館を含みます。）をいいます。 

（６）文化施設 

 市民センター、赤煉瓦文化館、男女共同参画推進センター、健康づくりサポートセンター、音楽・演劇

練習場、NPO・ボランティア交流センター、日本庭園、市民福祉プラザ、科学館及び複合施設のうち体育

館以外の施設をいいます。 

（７）収納代行事業者 

   クレジットカード決済の収納などを代行する事業者をいいます。 

（利用者登録申請） 

第３条 システムの利用者登録を受けようとする者は、本要綱を承認のうえ、個人又は団体の代表者の氏名、

住所、生年月日、その他必要な事項について、福岡市公共施設案内・予約システム利用者登録申請書（以下

「申請書」といいます。）又はオンライン利用者登録申請（以下「オンライン申請」といいます。）により、

申請手続きをするものとします。 

２ 福岡市は、第１項の申請手続きがあった場合、利用者登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該

当する場合は、利用者登録を行いません。 

（１）虚偽の申請をした場合 

（２）申請の内容に不備がある場合 

（３）前各号に掲げるもののほか、福岡市が不適格と認めた場合 

３ 利用者登録の申請にあたっては、申請者である個人又は団体の代表者の方の本人確認が必要となります。

また、申請者が代理人の場合は、委任状の提出及び代理人の方の本人確認書類の提示が必要となります。 

４ 本人確認は利用者登録受付窓口で、本人確認書類を提示する方法により行います。なお、オンライン申請

の場合は、福岡市が指定するオンライン本人確認申請システムにアクセスして手順に従って本人確認書類を

オンラインで提供する方法により本人確認を行うこともできます。 

５ 団体登録の場合、申請時に団体名、構成員の氏名等の届出が必要となります。申請書による申請の場合は

団体登録名簿の提出、オンライン申請の場合はシステムの手順に従って入力をしてください。 

６ 減免及び学生料金（以下「減免等」といいます。）として申請する団体は、その構成員のうち過半数の構

成員が減免等の要件に該当する必要があります。なお、減免等の要件については、当該施設に定められた関

係条例、規則その他の定めに従うものとします。 



 

７ 登録者が１８歳未満の学生の場合、親権者の同意書が必要となります。 

（二重登録の禁止） 

第４条 利用者登録を二重に登録することはできません。申請の内容が次の各号のいずれかに該当した場合、

二重登録と判断し、利用者登録を行いません。 

（１）個人登録 

登録者の氏名・生年月日が一致した場合 

（２）団体登録 

ア 構成員の氏名すべてが一致した場合 

イ 団体名と代表者の氏名・生年月日のすべてが一致した場合 

ウ 団体名が一致し、かつ構成員の氏名が一定の割合以上一致した場合 

エ 代表者の氏名・生年月日が一致し、かつ構成員の氏名が一定の割合以上一致した場合 

（利用者登録の変更） 

第５条 登録者は、登録内容に変更が生じた場合、遅滞なく福岡市へ変更の申請をするものとします。 

２ 前項の申請がないために、福岡市からの通知又は送付書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場

合、通常到着すべきときに登録者に到着したものとみなします。 

（利用者登録の廃止） 

第６条 登録者は、システムを利用しなくなった場合、遅滞なく申請書により福岡市へ廃止の申請をするもの

とします。 

（利用者ＩＤの発行と取扱い） 

第７条 福岡市は、利用者登録申請があったときは、利用者ＩＤを発行します。 

２ 利用者ＩＤは、申請書による申請の場合は利用者登録通知書により、オンライン申請の場合は電子メール

により通知します。 

３ 利用者ＩＤは、登録者しか使用できません。他人に譲渡、貸与することもできません。 

４ 登録者は、利用者ＩＤを他人に知られないように、善良なる管理者の注意をもって使用し、管理しなけれ

ばなりません。 

（登録日と登録の有効期限） 

第８条 利用者登録申請され、福岡市が登録者と認めた日を登録日とします。 

２ 福岡市は減免等の対象となる登録者に、有効期限を定めることができるものとします。有効期限後も利用

者登録を継続したい場合、登録者は有効期限前までに申請書により福岡市へ更新の申請をするものとします。 

３ 登録者が、登録日又は最後に利用した日から、２年間システムを利用しなかった場合（抽選申込み又は利

用申請を行わなかった場合）には、利用者登録の効力を失います。 

（パスワード） 

第９条 申請書による登録者には、福岡市から通知書により仮パスワードを発行しますので、仮パスワードで

システムへログインした後、パスワードを登録してください。オンライン申請による登録者は、申請時に設

定したパスワードが登録されます。 

２ 登録者は、パスワードを他人に知られないように、善良なる管理者の注意をもって管理しなければなりま

せん。 

（施設の利用申請等） 

第 10 条 登録者はシステム利用端末を使って利用者ＩＤ及びパスワードを入力することにより次の各号に掲

げるサービスを受けることができます。 

（１）抽選申込み 

（２）抽選申込みの取消 

（３）当選結果の確認 

（４）予約申込み 

（５）予約申込みの取消 

（６）施設利用料の支払い 

２ 前項の手続きは所定の期日に行う必要があります。 

３ 第１項第１号及び第４号の手続きは、所定の回数制限に従うものとします。 



 

４ 第１項各号に掲げる申請等の完了は、システムが申請等を確認できた日時とします。 

（施設利用の遵守） 

第 11条 施設の利用にあたっては、当該施設に定められた関係条例、規則その他の定めに従い、定められた目

的以外に使用しないものとします。 

（施設の使用料等の支払い） 

第 12条 システムで利用申請した施設の使用料等の納入義務者は登録者とし、登録者指定の預貯金口座から口

座振替（自動払込）(以下「口座振替」といいます。）により、次項に定める納入期日に支払うものとします。

ただし、事前納付を必要とする施設については、その施設で指定する納入方法により支払うものとします。 

２ 前項の口座振替の納入期日は、利用月の翌月１５日とします。ただし、当該日が取扱金融機関の休業日に

当たる場合、取扱金融機関の翌営業日とします。 

３ 前項までの規定にかかわらず、登録者は施設の使用料等（科学館を除く）の支払いに、クレジットカード

決済を利用することができます。ただし、事前決済を必要とし、納入期日は収納代行事業者が定めるところ

によります。 

４ 口座振替ができなかった場合など、施設の使用料等について所定の期日までに支払いが行われなかった場

合、福岡市が発行する納入通知書により納付することとなります。納付の確認ができるまでは、第 10 条の

サービス利用を一時停止します。 

５ 施設の使用料等が所定の期日までに支払われなかった場合、施設の利用ができないことがあります。 

（利用者ＩＤ及びパスワードの盗用等） 

第 13条 登録者は、利用者ＩＤ及びパスワードの盗用等による不正な利用を確認した場合、直ちに福岡市へ届

け出てください。 

２ 前項の届出までに、利用者ＩＤ及びパスワードの盗用等又は第７条第３項、第４項若しくは第９条第２項

の違反により、他人に利用者ＩＤ及びパスワードを使用された場合、登録者が施設の使用料等の支払いの責

を負うものとします。 

（利用の一時停止） 

第 14条 登録者が次の各号のいずれかに該当した場合、第 10 条のサービス利用を一時停止します。 

（１）施設の使用料等を滞納している場合 

（２）減免等の対象となる登録者が、更新手続きをしなかった場合 

（３）住所変更の届出を怠るなど、登録者の責に帰すべき事由により登録者の所在が不明となり、福岡市が登

録者への通知・連絡について不能と判断した場合 

（４）前各号に掲げるもののほか、福岡市が登録者として不適格と認めた場合 

２ 前項に伴い、利用者に生じるすべての損害について、福岡市はその責めを負いません。 

（登録資格の喪失） 

第 15条 登録者が次の各号のいずれかに該当した場合、登録者の資格を喪失し、債務の全額を支払うものとし

ます。 

（１）虚偽の申請をした場合 

（２）本要綱のいずれかに違反した場合 

（３）登録者が所定の登録廃止の手続きを行った場合 

（４）施設の利用において、暴力団の利益になる利用をした場合 

（５）前各号に掲げるもののほか、福岡市が登録者として不適格と認めた場合 

（登録情報の字体） 

第 16条 申込みされた申請書の記入字体が、システムにおいて処理困難である場合、類似する標準字体で登録

するものとします。 

２ 前項により標準字体で登録した場合、システムで表示する字体及び郵便物等の字体は標準字体となりま

す。 

（要綱の変更、承諾） 

第 17条 本要綱の変更については、その変更内容をシステムのお知らせ欄に掲載します。変更後にシステムで

施設を利用申請したときは、変更内容を承諾したものとみなします。 

 



 

（システム運用の停止） 

第 18条 福岡市は、システムの良好な運用を維持するために、運用を一時停止し保守点検を行うことがありま

す。 

（個人情報の取り扱い） 

第 19条 収集した個人情報については、暴力団の利益になる利用を排除するため、警察への照会確認に使用す

る場合を除き、当該業務を適正かつ円滑に遂行する目的以外には使用しません。 

 

 

付 則 

この要綱は、平成 16 年６月 24日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成 23 年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成 24 年１月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成 26 年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成 28 年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和３年２月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和５年３月 28日から施行する。 

 付 則 

この要綱は、令和５年６月 27日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和６年３月１日から施行する。 

 付 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和６年 10月 31 日から施行する。 

 

 


